
「機械・設備担保融資」スキーム 企画提案要領 

 

１ 目的 

本要領は、不動産や個人保証に過度に依存せず、中小企業が有する機械・設備を

担保とする新たな資金調達手法を用い、中小企業の資金調達の円滑化・多様化を支

援するため、必要なスキームの企画提案を受けることを目的とする。 

 

２ 募集内容 

企画提案者自らが保証機関となり、機械・設備等の動産を担保とした保証を行う

「機械・設備担保融資」スキームの企画提案 

 

３ 募集期間 

平成21年11月5日(木)から平成21年11月24日(火)17時まで 

 

４ 企画提案者の条件 

(1) 法人であること。 

(2) 中小企業の資金調達の円滑化・多様化及び資金調達における負担軽減を図る

本事業の政策目的を理解し、同様の理念に基づいて保証業務を行うこと。 

(3) 融資又は保証業務について相当の実績・ノウハウ等を有していること。 

(4) 本事業に係る保証審査の結果に関して、都に情報提供できること。 

 

５ 前提条件 

(1) スキームの大枠は以下のとおりであり、本スキームに適合した企画提案であ

ること。（下記丸数字は融資に係る手順の目安である。） 

 

 

 
金融機関 

 
保証機関 

②保証の申込 

③審査結果の報告 

 
小規模企業者 

 
東京都 

①申込み ⑤融資 
④保証契約(100％保証) 

(企業→保証機関：機械設備を担保提供) 

⑥保証料補助（全額補助） 

(※)

(※)･･･保証契約に基づき代位弁済を行った場合、調査・審査を経て都から保証機関に対し損失の 8割を補助 



 

(2) 本事業の対象者は、都内に主たる事務所を有する従業員数30人（卸・小売・

サービス業は10人）以下の小規模企業者とすること。ただし、以下の者を除く。 

① 税金を滞納している者 

② 銀行取引停止処分を受けている者 

③ 許認可・届出等を要する事業を営んでおり、当該事業に係る許認可等を受け

ていない者 

(3) 保証料は４％を上限とすること。 

(4) 融資期間については最長５年以内（又は７年以内）とすること。 

(5) スキームの円滑な運営を図るため、都と定期的に協議・調整を行うこと。 

(6) 取扱金融機関及び中小企業者に対する十分な周知を図ること。 

 

６ 関係者の主な役割分担 

(1) 東京都 

① スキームの大枠の提示 

② 企画案及び企画提案者の選定と保証機関の指定 

③ 保証料補助の実施 

④ 損失補助の実施 

(2) 保証機関 

① スキーム詳細の企画・調整 

② 取扱金融機関との調整 

③ 保証審査及び保証 

④ 都に対する融資（保証）実績の報告 

⑤ 保証料の請求 

⑥ 取扱金融機関との役割分担に基づく期中管理 

⑦ 代位弁済と求償権の行使（回収） 

⑧ 回収不能となった場合の設備の保全、処分 

⑨ 保証料補助及び損失補助に係る都の調査に対する対応・協力 

⑩ 都が行うプレス発表への協力 

⑪ 融資スキーム等の周知・ＰＲ 

(3) 取扱金融機関 

① 融資制度の周知・具体的案件の発掘 

② 融資審査及び融資の実行 

③ 保証機関との調整 

④ 保証機関との役割分担に基づく期中管理 

 

７ 企画提案書にて提案する項目（様式は自由） 

Ⅰ スキーム概要 

(1) スキーム図 

(2) 担保対象動産 

 



(3) 保証条件・審査項目 

(4) 関係者の役割分担 

(5) 想定される関係者のメリット・デメリット・リスク 

(6) 代位弁済後の求償権管理 

 

Ⅱ 実現性 

(1) 目標（件数、金額） 

(2) 取組体制（審査・管理・回収等に係る組織・人員等） 

(3) 都内において融資・保証が対応可能な地域 

(4) 取扱金融機関及び中小企業者に対する周知の方法 

(5) 実施までのスケジュール 

 

Ⅲ 応募者の概要 

(1) 企業概要 

(2) 本保証業務に対する取組体制 

① 法令順守体制等 

② 経営・財務基盤 

(3) 機械・設備を担保とする融資又は保証業務の実績 

(4) その他特記事項 

 

Ⅳ その他 

(1) 東京都への要望事項（現在所与の条件を前提とし、法改正等は除く） 

(2) その他特記事項 

 

８ 注意事項 

提出された企画提案書及び応募機関によるプレゼンテーションに基づき、外部委

員を含めた委員会の審査を経て、都が保証機関候補を選定し、融資スキームの詳細

について協議します。 

実施する融資スキームは、保証機関の候補機関、その他関係機関と協議のうえ、

法制・運用・実務面における一切の課題が解決された段階で最終決定となりますこ

とをご了承ください。 

 

【スケジュール（予定）】 

平成21年11月24日 企画提案書の提出締切 

11月 末 保証機関候補の選定及び協議の開始 

平成22年 1月   保証機関及びスキームの決定・取扱開始 

 

 

 

 

 



 

 

【本申請書提出期限：平成２１年１１月２４日】 

 

平成  年  月  日 

応 募 申 請 書  

 

東京都知事 

 石原 慎太郎 殿 

 

                 名  称 

                 代表者名             印 

 

 「『機械・設備担保融資』融資スキーム 企画提案要領」に基づき、自らが保

証機関として保証業務を行う「機械・設備担保融資」融資スキームの企画提案

に応募します。 

 

 

提案者概要 

 

所在地 

 

〒 

 

 

ＵＲＬ 
 

 

電話 

FAX 

E-mail 

 (連絡先) 

部署・担当者

 

  


